
被扶養者認定申請　フローチャート

※扶養認定に必要な書類を添えて、所属する会社経由で「被扶養者異動届」を提出してください。
　 神栄健康保険組合にて書類審査後、決定いたします。
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そのご家族は

被扶養者の資格がありません

被 扶 養 者 と 認 定 さ れ る 可 能 性 が あ り ま す

・２０２０年４月１日から被扶養者の認定に「国内居住要件」が追加されました。日本国内に住所を有していない場合は、

原則として被扶養者の認定はされません。（詳細は「こんなとき／家族が加入・脱退するとき」をご参照ください）

・収入には、給与収入（交通費・各種手当・賞与含む）、雇用保険給付金、健康保険給付金、労災保険給付金、

公的年金などが含まれます。

今後、失業給付を受給する予定がある場合は、

申請の際に必ず申し出てください。

雇用保険の失業給付を受給中（予定）ですか？

そのご家族は直系専属、配偶者（内縁関係を含む）・子・孫・兄姉・弟妹のいずれですか？

そのご家族は三親等内の親族、内縁関係の配偶者（配偶者が死亡後も含む）の

父母及び子または孫のいずれかですか？

そのご家族の年収は

あなたの年収の1/2未満ですか？

そのご家族の年収総額は130万円未満ですか？

（60歳以上または障碍者は180万円未満）

あなたとそのご家族は家計を共にしていますか？

また、あなたの収入により生計を維持していますか？

あなたとそのご家族は同一世帯ですか？
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基本手当日額は3,611円以下ですか？

（60歳以上は5,000円未満）

あなたはそのご家族の年収月額以上の金額を

毎月送金していますか？

（手渡し以外で、送金額が確認できる方法での送金）
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